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グローバルモビリティ～国内税務～ 
業績連動型株式報酬における役員給与としての損金算入実務 

2022 年 7 月 

はじめに 

平成 29 年度税制改正において役員報酬に関し中長期の業績と連動する報酬や株式報酬関連の損金算入要件が整備さ

れて以降、株式関連報酬を導入する動きが盛んになり、多くの企業が新規の導入や既存の株式報酬制度からの置き換えに

向けた検討を進めています。 

また、昨今ではインセンティブ効果をより高めつつ、株主と同じ船の上で経営に取り組む姿勢の明示、を念頭に制度設計に取

り組む企業が増えており、自社の業績等の指標に連動させて付与する株式数を決定する設計を採用するケースがしばしば見

られます。 

本稿では、この”業績連動型”の株式報酬を役員に付与する場合における法人税法上の損金算入の実務について、いくつか

の設計のタイプに分けて考察します。 
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1. 業績連動型の株式報酬スキームの例 

業績に連動させ、直接的に株式を交付するタイプの株式報酬の類型の例として、以下の設計が想定されます。実際には下

記のスキームにユニットを組み合わせるタイプ、信託を用いるタイプなど、企業が目指すインセンティブの効果等に応じて様々な

派生形が設計可能です。 

(1) 事前交付型 譲渡制限付株式（在籍条件） 

まずは最もシンプルな類型として、役務提供期間の開始後に譲渡制限付株式（”Restricted Stock: RS”）を交付

し、同期間中の在籍のみを条件として譲渡制限が解除される設計が挙げられます。この設計の場合、通常は一定数の

RS を付与したのち、一定期間の在籍のみを要件として譲渡制限を解除するため、業績と連動性を持たせることを目的

としたスキームとして用いられることはあまりありません。 

しかしながら、本スキームにおいても、付与株式数を”毎年一定”ではなく、株式報酬の対象となる役務提供期間が開始

する前年度などの業績を参照して決定することで、業績との連動性を持たせた設計とすることができます。 

 

 

(2) 事後交付型 パフォーマンスシェア（業績連動） 

続いて、業績と連動性を持たせた株式報酬の典型例として挙げられるのが、パフォーマンスシェア（”Performance 

Share: PS”）です。 

本設計の場合、(1)の事前交付型と異なり、役務提供期間の終了後に、パフォーマンスの度合いに応じて普通株式を

付与します。 

役務提供期間が終了したのちに、株式を付与することになるため、「事後交付型」と整理され、株式の付与を受けたの

ち、譲渡制限期間を経ずに株式を売却し現金化することができます。 

 

 

 

 

(3) 事後交付型 PS+RS（業績連動） 

最後に、(2)の派生形として、昨今少しずつ導入事例が出てきたのが、役務提供期間が完了したのちに、普通株式では

なく RS を付与する設計となります。 

（2）と同様に事後交付型と整理されますが、（2）と異なり株式の付与後も在籍を要件とする RS を付与することか

ら、業績との連動性を持たせたうえでより長期的なインセンティブとして設計することができます。 

 

 

2. 各スキームにおける損金算入のためのポイント 

上述の 1 でご紹介した 3 つのスキームの役員給与としての損金算入について、以下の通りポイントをまとめました。本稿では損

金算入の類型に着目した考察を行うため、「退職給与」として損金算入可能な設計には当たらないことを前提としています。 

（イメージ）
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スキーム (1) 事前交付型 RS (2) 事後交付型 PS (3) 事後交付型 PS+RS 

 

損金算入の

類型 

 

事前確定届出 業績連動 
業績連動 

（可能性あり） 

損金算入の

ポイント 

➢ 事前に株式の交付数を確定さ

せ、所定の時期に支給することが

必要 

➢ 以下のいずれかを満たせている

か？ 

- 所定の期間内の届出提出 

- X+1 年に行われる株主総

会から 1 カ月以内の取締

役会等にて交付決議＋当

該決議から 1 カ月以内に

株式交付（届出不要） 

➢ 将来の役務提供期間に対する報

酬であることが明確か？（契約や

規程において「過去の役務提供へ

の報酬」となっていないか） 

➢ 利益・株価・売上の状況を示す

指標に連動しており、算定方法が

有価証券報告書等に開示されて

いるか？ 

➢ 損金経理その他の手続き要件等

を全て満たしているか？ 

➢ 業績連動型の特定 RS の損金算

入可否については、文理上必ずし

も明確に表現されていなかったが、

令和 3年の文書照会事例にお

いて、損金算入の可能性が言及

されている。 

➢ 個別ケースに照らした慎重な検討

が必要だが、業績連動給与とし

て損金算入できる可能性あり 

➢ 利益・株価・売上の状況を示す

指標に連動しており、算定方法が

有価証券報告書等に開示されて

いるか？ 

➢ 損金経理その他の手続き要件等

を全て満たしているか？ 

※ いずれも付与対象は役員（税法上のみなし役員を含む）であり、不相当に高額な部分はないものとする 

※ 特定 RS の付与においては、個人側で給与等課税事由（給与所得または退職所得としての課税）が生じるものとする 

※ 付与する株式は適格株式（譲渡制限付株式は合わせて特定譲渡制限付株式にも）該当するものとする 

※平成 29 年 10 月 1 日以降の決議に係るものであることを前提とする 

※文書照会事例（https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/shotoku/210129/index.htm） 

 

おわりに 

本稿で取り上げた”業績連動型”の株式報酬の設計は一つのトレンドになりつつあります。このようなトレンドを国税サイドも注

視しており、毎年役員報酬に関連する税制改正がなされていますが、例えば ESG など企業が取り組むべき新たな目標に係る

指標に連動する給与はいまだ業績連動給与として損金算入が可能な指標（利益・株価・売上の状況を示す指標）として

は認められていません。この状況に対してより機動的な税制の整備が望む声は強く、今後の改正の動向次第でより業績連動

型の設計への注目が高まることが予想されます。 

各企業の担当者様が、これらの最新のトレンドや税制の改正状況を注視し、自社の報酬制度の設計に落とし込んでいくうえ

で本稿の内容がご参考になれば幸いです。 

 

 

 

※ご参考：過去に発行した関連記事 

グローバルモビリティ 「株式報酬が課税されるとき」への備え～日本本社・海外子会社担当者からの FAQ～ 

グローバルモビリティ 激化する人材競争で勝ち抜くために：株式関連報酬制度に関する考察 

※過去のニュースレター一覧はこちら 人事・組織 ニュースレター Initiative 

 国際人事イミグレーション関連記事はこちら グローバルモビリティニュースレター 

  

https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/shotoku/210129/index.htm
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-international-tax-jan2022.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-jp-tax-oct2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ges-newsletter.html
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